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２ 理事・副学長は，前項において，不服申立てを却下する場合は，担当事務を通じて，速やかに当該学生に文書により

通知するものとする。 

 （審査結果の報告及び対応） 

第８条 関係する学院又は実施委員会は，前条に係る審査を行い，その結果を，速やかに書面で理事・副学長に報告しな

ければならない。 
２ 前項の報告を受けた理事・副学長は，担当事務を通じて，当該学生及び当該授業担当教員に当該結果を文書により通

知する。この場合において，不服申立てを容認する結果であった場合は，授業担当教員に成績について変更する措置を

行わせるものとする。 
３ 前項の通知は，当該学生又は当該授業担当教員が希望した場合は，電子メールにて通知することができるものとする。 
 （雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

   附 則  

１ この要項は，平成 28 年４月１日から施行する。 

２ この要項施行の際，現に学部に在学する者及び施行日以降に学部に再入学及び転入学する者については，この要項中

「系所属」とあるのは「学科所属」と，「専門科目群の科目については関係する学院」とあるのは「専門科目群又は専

門科目の科目については関係する学院又は学部」と，「教養科目群」とあるのは「全学科目」と読み替えるものとする。 

３ この要項施行の際，現に大学院研究科に在学する者及び施行日以降に大学院研究科に再入学及び転入学する者につい

ては，この要項中「専門科目群の科目については関係する学院」とあるのは「専門科目群又は専門科目の科目について

は関係する学院又は研究科」と，「教養科目群」とあるのは「全学科目」と読み替えるものとする。 

附 則（平 30.9.21） 

この要項は，平成 30 年 10 月 1 日から施行する。  
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東京工業大学における保証人等に関する取扱い 
 

（趣旨） 

第１条 この取扱いは，東京工業大学（以下「大学」という。）が，保護者等と良好な関係を築くとともに緊密に連携し，

学生（学士課程又は大学院課程に在学する正規課程の学生をいう。以下同じ。）の学業の成就及び学生生活の充実に資

することを目的とした保証人又は連絡先人（以下「保証人等」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（保証人等の届け出） 

第３条 学生は，入学時に，所定の書式により保証人の連署を得て，保証人を大学に届け出るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，大学院課程に在学する学生は，保証人に代え，入学時に，所定の書式により連絡先人の連

署を得て，連絡先人を大学に届け出ることができるものとする。 

３ 学生は，保証人等を変更する場合又は保証人等の住所等に変更があった場合は，所定の書式により保証人等の連署を

得て，速やかに大学に届け出るものとする。 

（保証人等となり得る者） 

第４条 保証人とすることができる者は，学生の３親等以内の親族である成年者又は独立の生計を営む成年者とする。 

２ 保証人は，保証人となっている学生の休学，復学，長期欠席，留学及び退学（以下「身分異動」という。）に関するこ

と並びに誓書の遵守に関することについて，当該学生と密接な連係を保つものとする。 

３ 連絡先人とすることができる者は，緊急時に大学から連絡をすることができる成年者であって，日本に居住している

者とする。 

（学生の身分異動） 

第５条 保証人を届け出ている学生は，前条第２項に定める身分異動をしようとする場合は，所定の書式により保証人の

連署を得て，大学に願い出，又は届け出るものとする。ただし，やむを得ない事情により事前に保証人の連署が得られ

ない場合は，この限りでない。 

（学業成績書の送付） 

第６条 大学は，学士課程に在学する学生の保証人に対し，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める時期に学業

成績書を送付するものとする。 

一 系に所属していない学生 毎年 10 月 

二 系に所属する学生 毎年６月 

（保証人等への通知等） 

第７条 大学は，保証人を届け出ている学生が次の各号に該当する場合は，保証人に通知するものとする。 

一 大学の規則等に基づき表彰された場合 

二 大学の規則等に基づき懲戒処分を受けた場合 

三 保証人の連署のない身分異動の願い出を許可され，又は届け出を受理された場合 

四 転系又は転コースした場合 

２ 大学は，学生が次の各号に該当する場合は，保証人等に通知するものとする。 

一 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しなかった場合 

二 除籍された場合 

（保証人等への情報提供） 

第８条 大学は，保証人等に対し，大学の広報誌の送付その他の情報提供を行うものとする。 
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（雑則） 

第９条 この取扱いに定めるもののほか，保証人等に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

 この取扱いは，平成 28 年４月１日から施行する。ただし，平成 28 年３月 31 日に大学に在学する者については，改正

後の東京工業大学における保証人等に関する取扱い第５条及び第６条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平 31.2.8） 

１ この取扱いは，平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 平成 31 年３月 31 日に類に所属し，平成 31 年４月１日以後引き続き類に所属する学生については，なお従前の例に

よる。   
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東京工業大学早期卒業に関する規程 
（趣旨） 

第１条 この規程は，東京工業大学学則（平成23年学則第３号。以下「学則」という。）第31条第４項の規定に基づき東

京工業大学（以下「本学」という。）における早期卒業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象学生） 

第２条 早期卒業の対象となる学生は，本学に３年以上在学（学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第149条

の規定に該当する者を含む。）し，所定の授業科目を履修し，学院の定める124単位以上の単位数を優秀な成績をもっ

て修得したと認められる者とする。ただし，次の各号の一に該当する学生は，早期卒業の対象とならない。 

一 学則第15条第１項第１号及び第２号の規定により編入学した学生 

二 再入学，転入学又は編入学した学生であって，本学入学の前の在学期間に国立大学東京工業大学が制定した東京工

業大学早期卒業に関する規則（平成12年12月１日制定）の施行の日である平成13年４月１日の前日以前の期間が含ま

れているもの。 

（早期卒業希望者の要件） 

第３条 早期卒業を希望できる者は，在学期間が２年６月又は３年（９月１日から前学期の最終日まで及び後学期の開始

日から10月末日までは，それぞれ１月とみなす。以下同じ。）に達する日の属する学期末において，次の各号に掲げる

全ての要件に該当する者とする。 

一 東京工業大学におけるＧＰＴ制度に関する要項（平成28年１月８日制定）に規定するＧＰＴが3.50以上の者 

二 東京工業大学学修規程（平成16年規程第10号。以下「学修規程」という。）第20条に定める学士特定課題研究又は

同規程第24条に定める学士特定課題研究Ｓの履修資格の要件を満たしている者 

 （早期卒業適格者の認定及び学修指導） 

第４条 前条の要件を満たした者のうち，早期卒業を希望する者は，在学期間が２年６月又は３年に達する日の属する学

期末までに，所属する系の系主任を経て，当該学院長にその旨を申し出るものとする。 

２ 学院長は，前項による申出に基づき，当該学院教授会において当該希望者の早期卒業の適否について審査しなければ

ならない。 

３ 学院長は，前項に規定する審査の結果を受け，早期卒業適格者の認定を行うものとする。 

４ 各系は，前項により適格の認定を受けた学生に対し，適切な学修指導及び措置を行うこととする。 

（学士特定課題研究又は学士特定課題研究Ｓの履修） 

第５条 前条の規定により早期卒業適格者の認定を受けた学生は，早期卒業希望時期に応じて，学士特定課題研究又は学

士特定課題研究Ｓを履修することができる。 

２ 前条の規定により学士特定課題研究を履修し，合格した者は，学修規程第22条に規定する学士特定課題プロジェクト

を履修しなければならない。 

（早期卒業の要件） 

第６条 早期卒業するためには，学則第31条に規定する早期卒業の要件及び学修規程第26条に規定する卒業の要件を満た

していなければならない。 

２ 学院教授会は，当該学院に所属する早期卒業適格者について，前項の要件を満たしているかについて審査を行わなけ

ればならない。 

（早期卒業の時期） 

第７条 早期卒業の時期は，在学期間が３年又は３年６月に達する日の属する学期の３月又は９月とする。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。 
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